
（別紙） 

障害福祉分野における手続負担の軽減について（令和６年４月 12日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室、こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡）【新

旧対照表】 
改 正 後 現  行 

事務連絡 

令和６年４月１２日 

【最終改正】令和７年１２月２６日 

 

   都 道 府 県 

各 指 定 都 市 障害保健福祉・児童福祉主管部（局） 御中 

  中 核 市 

  児童相談所設置市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 

 

障害福祉分野における手続負担の軽減について 

 

平素より、障害福祉施策の推進につきまして御協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

障害福祉分野においては、事業者の手続負担を軽減し、生産性の向上を図

る観点から、規制改革実施計画（令和５年６月 16 日閣議決定）に基づき、

「障害福祉分野における手続負担の軽減（ローカルルールの見直し等）」を

進めています。 

つきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

事務連絡 

令和６年４月１２日 

 

 

   都 道 府 県 

各 指 定 都 市 障害保健福祉・児童福祉主管部（局） 御中 

  中 核 市 

  児童相談所設置市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 

 

障害福祉分野における手続負担の軽減について 

 

平素より、障害福祉施策の推進につきまして御協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

障害福祉分野においては、事業者の手続負担を軽減し、生産性の向上を図

る観点から、規制改革実施計画（令和５年６月 16 日閣議決定）に基づき、

「障害福祉分野における手続負担の軽減（ローカルルールの見直し等）」を

進めています。 

つきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
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改 正 後 現  行 

法律（平成 17年法律第 123号。以下「障害者総合支援法」という。）に基づ

く指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事

業者及び指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法（昭和 22 年法律第 164

号）に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等及び指定障

害児相談支援事業者（以下これらを総称して「障害福祉サービス等事業者」

という。）が地方公共団体に対して行う手続の負担軽減に向けた取組につい

て、下記のとおり整理しましたので、内容を御了知の上、障害福祉サービス

等事業者の手続負担の軽減に向けて取り組むとともに、貴管内市町村、障害

福祉サービス事業所等への周知等をお願いします。 

なお、この事務連絡は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の

４第１項の規定に基づく技術的な助言として発出するものです。 

 

（略） 

 

法律（平成 17年法律第 123号。以下「障害者総合支援法」という。）に基づ

く指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談

支援事業者並びに児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に基づく指定障害

児通所支援事業者、指定障害児入所施設等及び指定障害児相談支援事業者

（以下これらを総称して「障害福祉サービス等事業者」という。）が地方公

共団体に対して行う手続の負担軽減に向けた取組について、下記のとおり整

理しましたので、内容を御了知の上、障害福祉サービス等事業者の手続負担

の軽減に向けて取り組むとともに、貴管内市町村、障害福祉サービス事業所

等への周知等をお願いします。 

なお、この事務連絡は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の

４第１項の規定に基づく技術的な助言として発出するものです。 

 

（略） 

 

 


